
提

出

者
瀬

古

由

起

子

大

森

猛

平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

一

五

〇

号

横
浜
人
活
事
件
の
身
分
回
復
に
よ
る
全
面
解
決
の
た
め
、
国
鉄
が
作
成
し
た
文
書
類
の
開
示
に
関
す
る
質
問
主

意
書

150



横
浜
人
活
事
件
の
身
分
回
復
に
よ
る
全
面
解
決
の
た
め
、
国
鉄
が
作
成
し
た
文
書
類
の
開
示
に
関
す
る
質
問
主

意
書

日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
案
が
国
会
を
通
っ
た
五
日
後
、
一
九
八
六
年
一
二
月
三
日
、
国
鉄
横
浜
貨
物
区
「
人
材
活
用
セ
ン

タ
ー
」
（
以
下
「
横
浜
人
活
」
）
に
お
い
て
、
管
理
者
に
四
週
間
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
し
て
五
名
の
国
鉄
職
員
が
逮
捕
さ

れ
、
三
名
が
公
務
執
行
妨
害
・
不
退
去
罪
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
九
三
年
五
月
一
四
日
横
浜
地
方
裁
判
所
第
一
刑
事
部
は
、
こ
の

横
浜
人
活
事
件
に
つ
い
て
、
暴
力
行
為
の
不
存
在
は
お
ろ
か
「
国
鉄
当
局
と
管
理
者
の
証
言
は
口
裏
合
わ
せ
の
証
言
で
信
用
で

き
な
い
」
「
診
断
書
の
取
得
と
告
訴
の
経
緯
に
不
明
朗
な
事
情
が
あ
る
」
「
管
理
者
の
挑
発
の
策
謀
」
と
指
摘
し
無
罪
判
決
を

言
い
渡
し
謀
略
行
為
を
厳
し
く
断
罪
し
、
い
わ
ゆ
る
横
浜
人
活
事
件
が
デ
ッ
チ
上
げ
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
判
決
が
確
定
し
た
の
を
受
け
て
、
横
浜
地
方
裁
判
所
は
九
四
年
三
月
元
被
告
の
三
名
に
対
し
て
国
の
刑
事
・
費
用
補
償
を

決
定
し
、
九
五
年
三
月
横
浜
地
方
検
察
庁
も
同
一
事
件
で
不
起
訴
と
な
っ
た
二
名
に
対
し
て
も
被
疑
者
補
償
規
定
に
よ
っ
て

「
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
認
め
る
に
足
り
る
十
分
な
事
由
あ
る
」
と
裁
定
を
下
し
、
事
件
で
被
っ
た
被
害
の
一
部
を
償
い
支

払
っ
た
。
同
時
に
官
報
と
三
大
新
聞
で
公
示
し
た
。
そ
し
て
、
無
罪
確
定
か
ら
一
〇
年
が
経
過
し
、
加
え
て
二
〇
〇
二
年
八
月

二
九
日
地
位
確
認
本
訴
裁
判
で
も
、
横
浜
地
方
裁
判
所
は
五
名
に
対
し
て
免
職
事
由
と
さ
れ
た
暴
行
は
な
か
っ
た
と
し
て
懲
戒

一



免
職
処
分
を
違
法
・
無
効
と
し
一
六
年
余
前
に
遡
っ
て
国
鉄
職
員
の
地
位
を
認
め
こ
れ
を
承
継
す
る
日
本
鉄
道
建
設
公
団
の
職

員
の
地
位
を
確
認
し
た
。
本
件
は
裁
判
所
に
お
い
て
、
デ
ッ
チ
上
げ
事
件
で
あ
る
と
し
て
五
た
び
断
罪
（
刑
事
事
件
無
罪
判
決

確
定
、
被
疑
者
補
償
裁
定
、
懲
戒
免
職
無
効
仮
処
分
判
決
確
定
、
宿
舎
明
渡
し
損
害
賠
償
請
求
棄
却
判
決
確
定
、
本
訴
地
位
確

認
判
決
）
さ
れ
、
法
的
に
は
決
着
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
間
、
デ
ッ
チ
上
げ
事
件
の
被
告
と
さ
れ
た
五
名
に
と
っ
て
、
一
六
年

余
に
わ
た
り
、
精
神
的
・
経
済
的
・
職
能
的
損
失
な
ど
、
人
権
上
許
し
が
た
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、

こ
の
よ
う
な
人
権
侵
害
が
、
国
鉄
改
革
と
い
う
国
策
の
名
の
下
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
政
府
に
と
っ
て
絶
対
に
取
り
返
し
が
つ

か
な
い
歴
史
的
恥
辱
で
あ
る
。
国
鉄
時
代
に
裁
判
中
で
あ
っ
た
横
浜
人
活
事
件
は
、
国
鉄
改
革
法
及
び
、
国
鉄
清
算
事
業
団
法

に
よ
っ
て
、
国
鉄
の
権
利
義
務
関
係
を
国
鉄
清
算
事
業
団
（
こ
れ
を
承
継
し
た
日
本
鉄
道
建
設
公
団
）
が
引
継
ぎ
係
争
事
件
の

解
決
義
務
を
負
っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
五
名
に
対
し
て
、
い
ま
だ
に
政
府
は
謝
罪
も
せ
ず
、
五
名
の
希
望
す
る
職
場
復
帰
を
拒
否
し

て
い
る
こ
と
は
、
前
代
未
聞
の
野
蛮
な
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
二
度
と
起
こ
さ
な
い
た
め
に
も
、
ま
た
、
五
名
の

名
誉
を
回
復
す
る
た
め
に
も
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

法
的
に
決
着
し
た
横
浜
人
活
事
件
は
、
国
鉄
当
局
な
ど
の
デ
ッ
チ
上
げ
事
件
で
あ
り
、
当
局
自
身
が
自
ら
の
責
任
で
処
理

二



解
決
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

横
浜
人
活
事
件
の
解
決
に
つ
い
て
政
府
の
姿
勢
は
、
積
極
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
五
名
に
対
し
て
、
古
賀

誠
元
運
輸
大
臣
の
答
弁
を
は
じ
め
歴
代
の
政
府
関
係
者
が
「
運
輸
大
臣
が
国
会
で
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
刑
事
事
件
に
つ
い

て
デ
ッ
チ
上
げ
無
罪
が
確
定
し
て
い
る
事
実
を
前
提
に
、
一
日
も
早
く
当
事
者
が
納
得
で
き
る
解
決
に
全
力
で
努
力
し
ま

す
。
」
（
九
八
年
七
月
一
七
日
縄
野
克
彦
鉄
道
局
次
長
が
回
答
）
と
約
束
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
協
議
し
確
認

し
た
事
項
を
反
故
に
す
る
よ
う
な
信
義
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
上
解
決
を
引
き
延
ば
し
、
放
置
し
て
い
る
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

�

本
件
に
つ
い
て
は
、
九
六
年
七
月
二
六
日
北
沢
清
功
運
輸
政
務
次
官
の
発
言
及
び
翌
年
四
月
一
五
日
第
一
四
〇
回
国
会

衆
院
運
輸
委
員
会
で
の
古
賀
誠
運
輸
大
臣
、
梅
崎
寿
鉄
道
局
長
の
答
弁
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
九
八
年
一
月
二
八
日
か

ら
五
年
有
余
に
わ
た
っ
て
縄
野
克
彦
鉄
道
局
次
長
、
石
川
裕
己
鉄
道
局
次
長
、
梅
田
春
実
鉄
道
局
次
長
と
当
事
者
五
名
と

協
議
し
「
事
件
解
決
に
全
力
で
努
力
す
る
」
「
事
件
の
解
決
は
、
こ
の
場
で
合
意
し
た
こ
と
を
協
定
、
協
約
で
確
認
す

る
。
但
し
こ
の
場
で
合
意
し
た
内
容
で
裁
判
所
で
和
解
調
書
を
つ
く
る
。
」
旨
の
確
認
が
さ
れ
て
い
た
と
聞
い
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
の
経
過
と
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



�

デ
ッ
チ
上
げ
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
加
害
者
の
処
罰
に
つ
い
て
第
一
五
四
回
国
会
衆
院
国
土
交
通
委
員
会
で
「
あ
く
ま

で
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
ま
す
が
、
実
際
は
被
害
の
事
実
が
な
い
の
に
被
害
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
虚
偽
の
告
訴
を

す
る
、
そ
れ
が
刑
事
上
の
処
分
を
受
け
さ
せ
る
目
的
で
行
わ
れ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
れ
は
虚
偽
告
訴
等
の
罪
の
構
成

要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
告
訴
の
件
に
関
し
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
刑
事
訴
訟
法
上
、
公
務
員
に
つ
い

て
告
訴
義
務
と
い
う
の
が
原
則
と
し
て
設
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
」
と
政
府
参
考
人
古
田
佑
紀
法
務
省
刑
事
局
長
が
答
弁

し
て
い
る
が
、
加
害
者
の
処
罰
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

二

デ
ッ
チ
上
げ
事
件
で
、
無
罪
確
定
し
た
こ
と
は
、
旧
国
鉄
法
に
基
づ
き
身
分
は
国
鉄
職
員
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。

五
名
に
対
す
る
懲
戒
免
職
処
分
に
つ
い
て
、
刑
事
事
件
の
無
罪
判
決
が
確
定
し
た
時
点
で
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
二
九

条
を
は
じ
め
と
す
る
諸
法
規
に
基
づ
き
、
国
鉄
清
算
事
業
団
と
こ
れ
を
監
督
す
る
当
時
の
運
輸
省
は
、
こ
れ
を
取
消
し
、
原

職
復
帰
さ
せ
る
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
措
置
を
取
ら
な
か
っ
た
の
は
国
鉄

清
算
事
業
団
の
不
作
為
と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
の
違
法
状
態
を
放
置
し
て
き
た
責
任
は
国
鉄
清
算
事
業
団
に
あ
り
、
そ
れ
を

監
督
す
る
国
土
交
通
省
（
旧
運
輸
省
）
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
法
状
態
を
除
去
す
る
義
務
は
現
在
で
も
厳
然
と
存
在
す

四



る
。
速
や
か
に
違
法
状
態
を
な
く
し
、
無
罪
の
労
働
者
と
家
族
に
対
す
る
一
六
年
余
に
及
ぶ
人
権
侵
害
の
被
害
が
償
わ
れ

る
、
法
治
国
家
に
相
応
し
い
全
面
解
決
が
図
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
身
分
が
完
全
に
回

復
さ
れ
ず
人
権
侵
害
に
対
す
る
補
償
が
行
わ
れ
な
い
の
は
問
題
で
あ
る
。

当
局
に
よ
っ
て
懲
戒
免
職
処
分
に
よ
る
、
Ｊ
Ｒ
採
用
名
簿
の
登
載
を
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
裁
判
で
懲
戒
免
職

処
分
が
無
効
と
な
っ
て
国
鉄
職
員
と
し
て
身
分
が
遡
っ
て
回
復
し
た
場
合
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
二
三
条
の
採
用
手
続
き

に
よ
っ
て
、
名
簿
に
基
づ
い
て
採
用
通
知
が
行
わ
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
べ
き
で
あ
り
、
採
用
手
続
き
の
際
、
五
名
が
意

思
確
認
を
し
た
原
職
場
即
ち
Ｊ
Ｒ
各
会
社
に
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

あ
ら
た
め
て
、
当
事
者
の
希
望
を
最
大
限
受
け
入
れ
た
職
場
へ
の
復
帰
と
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

�

ま
た
全
面
解
決
へ
の
障
害
の
大
き
な
要
因
と
し
て
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
な
ど
の
国
鉄
改
革
関
連
法
に
基
づ
く
施
行
の

経
過
が
全
面
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
五
名
の
処
遇
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
諸
法
に
お
け
る
取
扱
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
国
鉄
改
革
関
連
法
に
基
づ
く
施
行
の
経
過
に
か
か
わ
る
文

書
等
を
全
面
的
に
明
ら
か
に
し
、
本
件
が
公
正
・
適
正
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
今
日
あ
ら
た
め
て
検
証
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
検
証
を
行
う
た
め
に
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

五



�

国
鉄
が
作
成
し
た
移
行
、
引
継
ぎ
の
た
め
の
諸
文
書
、
設
立
委
員
会
の
審
議
内
容
等
は
国
鉄
改
革
が
実
際
に
は
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
、
国
鉄
改
革
と
り
わ
け
採
用
・
人
事
政
策
が
公
正
・
適
正
に
行
わ
れ

た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
運
輸
省
は
日
本
国
有
鉄
道
に
対
す

る
監
督
権
限
を
全
面
的
に
有
す
る
こ
と
か
ら
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
に
基
づ
い
て
国
鉄
が
作
成
し
た
文
書
等
に
つ
い
て

は
、
運
輸
省
に
お
い
て
も
国
鉄
か
ら
送
達
さ
れ
た
文
書
を
受
領
し
管
理
し
て
い
た
。
国
鉄
改
革
関
連
法
に
基
づ
い
て
国

鉄
が
作
成
し
た
文
書
等
で
、
八
六
年
一
二
月
二
〇
日
か
ら
八
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
も
の
で
運
輸
省
文
書
管
理
規
則

に
よ
っ
て
運
輸
省
が
保
管
し
、
今
日
国
土
交
通
省
に
引
継
が
れ
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
全
て
の
所
在
と
保
管
・
管
理
状

況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

八
六
年
一
二
月
二
〇
日
か
ら
八
七
年
三
月
三
一
日
の
期
間
に
お
い
て
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
及
び
同
施
行
規
則
に

基
づ
く
承
継
法
人
へ
の
採
用
手
続
き
の
実
施
通
達
で
あ
る
国
鉄
総
裁
通
達
の
全
て
の
所
在
及
び
そ
の
記
載
内
容
を
、
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
期
間
に
お
け
る
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
及
び
同
施
行
規
則
に
基
づ
く
承
継
法
人
へ
の
採
用
手
続
き
の
実
施
通
達
で

あ
る
国
鉄
総
裁
通
達
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
国
鉄
職
員
局
職
員
課
等
が
発
し
た
事
務
連
絡
文
書
全
て
の
所
在
及
び

六



記
載
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

ま
た
、
昭
和
六
二
年
一
月
二
四
日
付
事
務
連
絡
文
書
、
職
員
局
職
員
課
伊
藤
補
佐
発
の
各
機
関
（
担
当
）
課
長
宛

「
名
簿
登
載
数
の
報
告
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
は
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
二
三
条
二
項
に
基
づ
く
名
簿
作
成
過
程

で
国
鉄
本
社
職
員
局
職
員
課
の
名
簿
作
成
責
任
者
が
各
鉄
道
管
理
局
の
採
用
候
補
者
名
簿
作
成
責
任
者
に
宛
て
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
鉄
職
員
の
採
用
候
補
者
名
簿
と
し
て
国
鉄
職
員
の
組
合
別
の
報
告
を
求
め
、
組
合
別
の
名
簿
の

作
成
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
、
そ
の
事
実
の
有
無
と
所
在
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

昭
和
六
二
年
一
月
二
四
日
付
事
務
連
絡
文
書
に
基
づ
く
「
国
鉄
職
員
の
組
合
別
の
報
告
」
は
、
前
記
採
用
候
補
者
名

簿
に
登
録
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
重
要
な
要
素
と
し
て
参
考
に
さ
れ
た
。
名
簿
登
載
に
あ
た
っ
て
職
員
管
理
調
書
に
基

づ
き
選
定
作
業
を
行
っ
た
こ
と
は
、
「
基
本
に
な
り
ま
す
の
は
、
や
は
り
『
職
員
管
理
調
書
』
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ

り
ま
し
て
」
（
松
田
昌
士
証
言
、
中
労
委
神
奈
川
不
採
用
差
別
事
件
審
問
）
と
い
う
証
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

の
職
員
管
理
調
書
に
つ
い
て
は
八
六
年
一
〇
月
二
一
日
の
第
一
〇
七
回
国
会
衆
院
国
鉄
改
革
特
で
東
中
光
雄
議
員
が
国

鉄
電
気
工
事
区
に
お
い
て
職
員
管
理
調
書
に
基
づ
き
国
鉄
当
局
に
よ
る
国
労
か
ら
の
脱
退
工
作
の
実
態
と
不
当
労
働
行

為
の
事
実
が
指
摘
を
さ
れ
た
。
こ
の
職
員
管
理
調
書
に
は
既
に
東
日
本
旅
客
会
社
要
員
、
東
海
旅
客
会
社
要
員
と
余
剰
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人
員
と
の
選
別
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
、
余
剰
人
員
は
全
て
国
労
組
合
員
で
あ
る
こ
と
な
ど
組
合
別
の
選

別
が
行
わ
れ
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
職
員
管
理
調
書
の
所
在
と
五
名
の
職
員
管
理
調
書
で
の
記
載

内
容
を
五
名
に
開
示
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

三

ま
た
、
Ｊ
Ｒ
採
用
に
五
名
が
応
募
し
、
そ
の
採
用
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
懲
戒
免
職
処

分
と
一
緒
に
、
一
方
的
に
名
簿
登
載
を
拒
否
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

�

国
鉄
の
分
割
民
営
化
に
あ
た
っ
て
、
承
継
法
人
（
Ｊ
Ｒ
各
会
社
等
）
に
引
継
が
れ
る
国
鉄
職
員
の
採
用
手
続
き
に
つ
い

て
、
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
二
三
条
は
次
の
旨
規
定
し
て
い
る
。

「
承
継
法
人
の
職
員
の
労
働
条
件
及
び
職
員
採
用
基
準
が
、
国
鉄
職
員
に
対
し
提
示
さ
れ
、
承
継
法
人
の
職
員
の
募
集

が
国
鉄
を
通
じ
て
な
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
国
鉄
は
承
継
法
人
の
職
員
と
な
る
こ
と
に
関
す
る
国
鉄
職
員
の
意
思
を
確
認

し
、
こ
の
意
思
を
表
示
し
た
者
の
中
か
ら
採
用
の
基
準
に
従
い
各
承
継
法
人
の
職
員
と
な
る
べ
き
者
を
選
定
し
て
名
簿
を

作
成
し
、
設
立
委
員
等
に
提
出
し
て
、
設
立
委
員
等
は
こ
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
国
鉄
職
員
の
う
ち
か
ら
承
継
法
人
の
職

員
と
な
る
べ
き
者
に
対
し
採
用
す
る
旨
の
通
知
を
行
う
」

国
鉄
は
こ
の
手
続
き
に
従
い
承
継
法
人
の
採
用
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
、
八
七
年
二
月
七
日
深
夜
設
立
委
員
会
・
運
輸
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大
臣
に
提
出
し
た
。
当
時
は
ま
だ
国
鉄
職
員
で
あ
っ
た
五
名
に
対
し
て
、
同
年
二
月
九
日
か
ら
一
二
日
の
間
に
懲
戒
免
職

処
分
が
発
令
さ
れ
た
が
い
ず
れ
も
名
簿
提
出
後
で
あ
る
か
ら
名
簿
に
は
登
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
Ｊ
Ｒ
各
会
社
も
日
本
鉄
道
建
設
公
団
も
登
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
五
名
が
名
簿
に
登
載
さ
れ
て

い
る
か
い
な
い
か
は
、
名
簿
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｊ
Ｒ
各
会
社
も
日
本
鉄
道
建
設
公
団
も
国

土
交
通
省
も
「
こ
れ
を
保
持
し
て
い
な
い
」
と
言
う
の
は
虚
偽
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
Ｊ
Ｒ
採
用
方
式
の
法
的
枠
組
み

を
作
成
運
用
し
た
政
府
の
責
任
は
重
大
で
あ
り
、
Ｊ
Ｒ
応
募
者
の
名
簿
を
当
事
者
に
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

�

国
土
交
通
省
石
川
裕
己
鉄
道
局
長
は
衆
院
国
土
交
通
委
員
会
で
、
「
五
人
の
懲
戒
免
職
処
分
が
発
令
さ
れ
て
国
鉄
職
員

で
な
く
な
っ
た
の
は
、
国
鉄
作
成
候
補
者
名
簿
が
提
出
さ
れ
る
二
日
後
（
八
七
年
二
月
九
日
か
ら
一
〇
日
の
間
に
発
令
）

の
こ
と
で
名
簿
に
は
登
載
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
訴
訟
の
証
拠
収
集
の
義
務
か
ら
保
存
し
て
国
鉄
清
算
事
業
団
に
引
継
が
れ

て
い
る
。
な
い
と
い
う
の
な
ら
廃
棄
簿
・
引
継
ぎ
簿
を
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
」
と
の
質
問
に
「
資
料
と
し
て
は
膨
大

な
も
の
と
思
い
ま
す
。
現
在
保
管
さ
れ
て
い
な
い
」
と
答
弁
し
た
（
二
〇
〇
二
年
七
月
二
四
日
第
一
五
四
回
国
会
衆
議
院

国
土
交
通
委
員
会
）
。
こ
れ
に
対
し
て
国
土
交
通
委
員
会
委
員
長
か
ら
「
保
管
の
事
実
経
過
の
報
告
」
を
求
め
ら
れ
た

（
同
年
七
月
三
〇
日
）
の
に
対
し
、
同
局
長
は
後
日
「
採
用
候
補
者
名
簿
」
の
所
在
に
つ
い
て
、
国
鉄
か
ら
設
立
委
員
に
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提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
運
輸
省
（
国
土
交
通
省
）
及
び
国
鉄
（
鉄
道
建
設
公
団
）
は
、
保
管
し
て
い
な
い
。
」
と
メ
モ

を
提
出
し
て
き
た
が
、
「
国
鉄
は
八
七
年
新
会
社
の
採
用
候
補
者
名
簿
を
作
成
、
二
月
七
日
設
立
委
員
会
・
運
輸
大
臣
に

提
出
し
た
。
」
（
労
働
運
動
史

昭
和
六
二
年
労
働
省
編
）
と
の
記
述
を
示
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
採
用
候
補
者
名
簿

は
、
ど
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

一
〇


